

協議の場（案）実施日：令和８年　４月　８日


	
地区名
	
土地の住所
	
地目
	
面積（㎡）
	
変更目的
	
変更理由

	
北迫
	広野町大字下北迫字大谷地原98番地1　　　　　　　　
	
畑
	300
	農地法
第5条
	親族（娘）による自己用住宅の建築

	
北迫
	広野町大字下北迫字東町243番地7　　　　　　　　
	
畑
	465
	同
	売買の為


　　　　　　　

　　 
　　※農地法第４条～農地を農地以外の用途に転用する場合（自己所有）
※農地法第５条～農地を農地以外の用途に転用する場合（売買又は賃貸）

